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答  申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）の規定に基づく保護変更決定処分に係る審査請求につ

いて、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、平成３０年９月１０日付けの保護変更決

定通知書（以下「本件処分通知書」という。）により行った保護変

更決定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを

求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、以下の理由により、本件処分の違法性、不当性を主張

している。  

⑴  本件改定後の生活保護基準により、健康で文化的な最低限度の

生活を下回る生活を余儀なくされた。よって、本件処分は憲法２

５条及び法１条、３条に違反する。  

⑵ア  昭和５９年から現在に至るまで、生活保護基準の検証方式

は、中央社会福祉審議会の具申を受けた消費水準均衡方式であ

る。これは生活保護受給世帯の消費水準を「一般国民の消費水

準との均衡上ほぼ妥当な水準」であるとし、その均衡（格差）

をそのまま維持せよとの意見具申したのを受けたものであっ

た。消費水準均衡方式は、平均的一般世帯（一般的勤労世帯）
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と低所得世帯（第１・五分位と第２・五分位）を被保護世帯の

比較対象とするものであり、平均的一般世帯（一般的勤労世

帯）の消費水準の６～７割で生活保護基準を均衡させようとい

うものであった。  

しかし、今回の引下げは、所得の最下位である第１・十分位

（下位１０％）の消費支出に生活扶助基準を合わせるというも

のであるから、現行の改定方式である消費水準均衡方式を逸脱

している。  

イ  また、生活保護基準部会は、基準引下げを明言せず、むしろ

様々な視点から安易な引下げにくぎを刺していたにもかかわら

ず、本件引下げはそのような指摘を顧みずに行われている。  

ウ  さらに、平成２５年生活保護基準引下げの際、厚生労働大臣

は、生活扶助相当ＣＰＩという数値を用いて、平成２０年から

平成２３年の間の物価が４．７８％下がったことを根拠とし

て、生活保護基準を引き下げているが、本件引下げに当たっ

て、同じくＣＰＩを用いて平成２３年から平成２８年の間の物

価動向を見ると５．２％も上がっている。  

厚生労働大臣が、首尾一貫した考え方で生活保護基準を設定

するのであれば、平成２５年の時と同様に、平成２３年以降の

物価動向を考慮した上で、生活保護基準を決めなければならな

いはずである。  

しかし、厚生労働大臣は、このような物価上昇について何ら

の考慮も行っておらず、首尾一貫性を欠く恣意的な基準の改定

と言わざるを得ない。  

エ  以上のとおり、厚生労働大臣の裁量を逸脱した基準引下げ告

示に基づく本件処分は、法８条２項に違反し、違法であるから

取り消されるべきである。  

  ⑶  第１・十分位層の消費水準との比較という不適正な方法によっ

て改定された保護基準が不当であることは明らかであるから、本
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件処分は取り消されるべきである。  

そして、審査庁は、処分庁に対し、適正な方法によって設定さ

れた生活保護基準に基づく保護変更処分をすべき旨を命ずるべき

である（行政不服審査法４６条２項１号）。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項によ

り、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和２年４月１６日  諮問  

令和２年７月２１日  審議（第４５回第４部会）  

令和２年８月１８日  審議（第４６回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

法８条１項の規定によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準

（保護基準）により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、

その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度に

おいて行うものとするとされており、保護費の額の算定は、保護基

準によって、法１１条１項各号に掲げられている扶助の種類ごとに

定められたところに従い、要保護者各々について具体的に決定され

るものである。  

法２５条２項及び同項が準用する２４条４項の規定によれば、保

護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更
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を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を

行い、決定の理由を付した書面をもって、これを被保護者に通知し

なければならないとされている。  

２  これを、本件について検討すると、処分庁は、平成３０年９月４

日厚生労働省告示第３１７号により保護基準が改定されたこと（本

件改定）に伴い、請求人に係る保護費の支給額が平成３０年１０月

１日より変更されることとなり、変更日を同日（１０月１日）とし

て、請求人に対し、「基準改定による変更」との理由を付して本件

処分を行ったことが認められる。  

本件処分については、法の規定及び本件改定後の保護基準に従っ

て適正になされており、支給額の算定は、生活扶助の項目の基準生

活費について見ると、保護基準が定める年齢別、世帯構成別、所在

地域別などの区分（請求人の場合、２０～４０歳・１人世帯・１級

地―１の各区分に該当する。）に正確に当てはめた上で行われてお

り、その他全体として違算も認められないから、本件処分に違法又

は不当な点を認めることはできない。  

３  請求人は、上記（第３）のとおり主張するが、２に述べたとお

り、本件処分は、法８条１項の規定に基づく保護基準について本件

改定が行われたことによりなされたものであり、保護費の変更につ

いても法令等に従って適正になされており、かつ、違算等の事実も

ないものと認められることから、本件処分を違法又は不当なものと

評価することができないことは明らかである。  

請求人は、本件改定後の保護基準が、憲法２５条の保障する健康

で文化的な最低限度の生活に適合しておらず、また、従前と異なる

検証方式によりなされた本件改定は、法８条２項に違反するなどと

主張している。  

しかし、請求人が問題とする保護基準は、法規範としての性格を

有するものであり、保護の実施機関にとって遵守すべき法令であ

る。そして、本件処分は、上記２のとおり本件改定後の保護基準に
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基づいてなされたものである。  

保護基準の是正を求めるこのような請求人の主張について、審理

員意見書は、そもそも行政機関である処分庁及び審査庁は、現行の

法令を所与のものとし、これに則って処分や審査請求に対する判断

を行うものであるから、法規範としての性格を有する保護基準自体

に対する不服を理由として、法令に適合した本件処分を取り消すこ

とはできないとするが、当該判断は妥当である。  

ところで、請求人は、このほかの主張として、本件改定後の保護

基準は誤った算定基準によるものであるから、審査庁は正しい算定

基準に基づく保護基準による処分に変更すべき旨、処分庁に指示す

べきであるとも主張している。しかしながら、上記のとおり、改定

後の保護基準は、法規範としての性格を有していることから、請求

人の主張を取り上げることはできず、また、本件処分における処分

庁は、○○福祉事務所長であることから、その上級行政庁でも処分

庁でもない審査庁東京都知事は、本件審査請求について、行政不服

審査法４６条１項ただし書きの規定により、処分の一部取消しはで

きるものの、処分の変更ないし変更の指示はできないものである。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 


